
完了検査までに許可（認定）条件を履行してください

建築基準法第43条
許可（認定）条件履行報告についてのお知らせ

問い合わせ先：甲府市まちづくり部建築指導課審査係 電話：055-237-5824（直通）

中心線

２ｍ

４ｍ未満

敷地後退

許可（認定）時に幅員が４ｍ未満の場合、条件を付しています。

完了検査までに以下の条件を履行し、履行報告書を提出してください。

履行報告してね！履行条件の確認ができないときは、検査済証が

交付されず、建物が使用できない場合がありま

すので、ご注意ください。 Ⓒ 2025 SANRIO CO., LTD. Ⓗ

代理者用

①道（私道等）の中心線から２ｍまで敷地後退し、
後退部分の既存建築物、工作物を除却してください。

②後退前後のポイントに境界杭（鋲）
を設置してください。

③敷地後退部分を分筆し、公衆用道路に地目変更してください。

履行報告提出書類

１.許可（認定）条件履行報告書

２.全部事項証明書等の写し

３.分筆後の公図

４.地積測量図

５.後退部分の写真（スケール等で寸法の確認ができるもの）

＊後退部分を甲府市へ寄付する場合は２～４の資料は不要

ホームページはこちら
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